
浜松市補装具費の代理受領に係る補装具事業者の登録等に関する要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７６条、厚生労働省が定

める補装具費支給事務取扱指針（平成３０年厚生労働省障発第３１号）及び浜松

市補装具費支給事務要綱（平成１８年浜松市規則第４４号）に基づく補装具の販

売、貸付け又は修理を行う事業者(以下「補装具事業者」という。）の登録並びに

補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。 

 

（補装具事業者の登録） 

第２条 補装具事業者の登録は、補装具事業者の申請により、事業所ごとに行うも

のとする。 

２ 前項の登録を受けようとする補装具事業者は、浜松市補装具事業者登録申請書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し市長に申請しなければならない。 

(3) 補装具種別調書（様式第４号～第７号） 

(4) 定款 

(5) 支払金口座振替依頼書（様式８号） 

(6) 浜松市補装具費代理受領登録事業者誓約書（様式第９号） 

(7) その他登録に関し市長が必要と認める書類 

３ 市長は、前項の申請があった場合には、申請内容について別表に定める浜松市

補装具事業者登録基準（以下「登録基準」という。）等に照らし、適当と認めると

きは登録を行い、補装具事業者登録台帳（様式第１０号。以下「登録台帳」とい

う。）に登載し、適当と認めないときには、登録しないものとする。 

 

（登録の通知） 

第３条 市長は、前条の規定により登録したときは、当該登録をした事業者(以下「登

録事業者」という。）に補装具事業者登録通知書（様式第１１号）により通知する

ものとする。 

２ 市長は、前条の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨登

録申請を行った事業者に補装具事業者登録却下通知書（様式第１２号）により、

通知しなければならない。 

 

（変更等の届出） 

第４条 登録事業者は、登録事項に変更が生じた場合は補装具事業者登録変更届出

書（様式第１３号）により、また、当該事業を廃止する場合は、補装具事業者廃

止届出書（様式第１４号）により、速やかに市長に届け出なければならない。 

 

（報告等） 

第５条 市長は、補装具の提供に関して、必要があると認めるときは、登録事業者

に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は職員をもって関

係者に対し質問させるなど、必要な調査を行うことができる。 

(1) 浜松市補装具事業所調査書（様式第２号） 

(2) 事業者経歴概要書(様式第３号) 



（登録の取り消し） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録事業者に係る登

録を取り消すことができる。この場合、登録事業者は、市長に対して登録の取消

しによって生じた損害を請求することはできない。 

(1) 登録事業者が登録基準を満たすことができなくなったとき 

(2) 補装具費の請求に関し不正があったとき 

(3) 補装具事業者が不正の手段により、第２条の登録を受けたとき 

(4) 補装具の販売、貸付け若しくは修理を行う者若しくはこれらを使用する者が、

前条の規定による質問又は検査に応じず若しくは虚偽の報告をしたとき 

 

（登録事業者に係る情報提供） 

第７条 市長は、第２条の規定による登録を受けた補装具事業者に係る情報のうち、

次の各号に掲げるものを障害者等に提供するものとする。 

(1) 事業所の名称及び所在地 

(2) 事業開始年月日 

(3) 取り扱う補装具の種類 

(4) その他市長が必要と認める事項 

 

（登録事業者の責務） 

第８条 登録事業者は、補装具の提供にあたり、補装具の販売、借受け又は修理を

必要とする身体障害者又は身体障害児の人格を尊重するとともに、法令及びこの

要綱を遵守し、忠実にその職務を遂行しなければならない。 

２ 登録事業者は、補装具に係る厚生労働省通知等を適宜確認し、関係情報の収集・

把握に努めなければならない。 

 

（補装具の製作等） 

第９条  登録事業者は市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた身体障害者

又は身体障害児の保護者（以下「補装具費支給対象者」という。）と補装具の販

売、貸付け又は修理について契約を締結し、その処方に基づき、補装具の販売、

貸付け又は修理を行うものとする。 

２ 登録事業者は、補装具費支給対象者に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱い

をしてはならない。   

 

（補装具費の代理受領） 

第１０条 市長は、補装具の販売、借受け又は修理に要した費用を、補装具費とし

て補装具費支給対象者に支給すべき額の限度において、補装具費支給対象者に代

わり、補装具事業者へ支払うことができる代理受領方式により補装具費の支給を

行うものとする。 

２ 第１項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象者に対する補装具

費の支給とみなす。 

３ 登録事業者は当該補装具の引き渡しの際には、利用者負担額の支払いを受け、

補装具費支給券に事業者名の記載をすること。 

４ 登録事業者は、補装具の引き渡しの際には、補装具費支給対象者から利用者負

担額についての支払いを受け、領収書を発行するとともに、補装具費支給券の引

渡しを受けること。ただし、利用者負担額が０円と認定された場合補装具費支給

対象者については、領収書の発行を要しないこと。 



（補装具費の請求） 

第１１条  登録事業者は、市長に対して補装具費を請求する場合には代理受領に係

る補装具費支払請求書兼委任状（様式第１５号）に補装具費支給券を添えて請求

しなければならない。 

２ 借受けに係る補装具費支払請求書については、借受けを行う１月目にあたって

は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状（様式第１５号）及び浜松市補

装具費支給事務要綱（以下「事務要綱」という。）補装具費支給券（事務要綱様

式第７号）を、１月目及び借受け期間の最終月を除く月にあたっては補装具費支

給券（事務要綱様式第７号の２）を、借受け期間の最終月にあたっては補装具費

支給券（事務要綱様式第７号の３）を添えて、請求しなければならない。 

３ 市長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けたときは、その日から起

算して３０日以内にその額を支払うものとする。  

 

（遵守事項） 

第１２条 登録事業者は、補装具の提供に当たっては、厚生労働省基準及び本要綱

によるほか、法及び同法施行規則の規定に従わなければならない。 

２ 登録事業者は、補装具の提供に当たって生じる個人情報の取扱いについては、

個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）を遵守しな

ければならない。 

３ 登録事業者は、補装具の提供に当たり、第三者に委託する場合には、当該受託

業者に対し、本要綱について周知し、遵守させる義務を負うものとする。 

 

（補装具引き渡し後の改善） 

第１３条 市長は、補装具の引き渡し後、登録事業者の責任に帰すべきものと認め

られる箇所を発見した場合は、登録事業者に改善させることができる。 

２ 補装具の引き渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は

病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた

破損又は不適合を除き、引渡し後９か月以内に生じた破損又は不適合は、登録事

業者の負担においてこれを改善するものとする。なお、借受け期間中の修理に関

し、通常の使用範囲内での故障、製品の不具合による故障又は故意による故障等

に係る取扱いについて、予め明らかにしておくこと。 

ただし、厚生労働省告示第５２８号の別表で規定する修理基準に定める調整若

しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定に関わら

ず、修理後３か月以内に生じた不適合等（上記災害等により免責となる事由を除

く。）の場合に適用するものとする。 

 

（不正利得等の徴収） 

第１４条 市長は、補装具費支給対象者又は登録事業者が、偽りその他の不正の手

段や他制度等による二重の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反した

ときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。 

 

（関係帳簿等の保存） 

第１５条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を５年間保

存するものとする。 

 

 



（登録期間） 

第１６条 登録の有効期間は、１年間とする。 

 

（登録の更新） 

第１７条 この有効期間満了前１か月前までに市長若しくは登録事業者から何ら

かの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう１か年間

順次登録を更新したものとみなす。 

 

（雑則） 

第１８条 この要綱に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２  平成２３年４月１日以前に浜松市と浜松市補装具費代理受領方式に関する契

約を締結している補装具事業者であって、平成２３年４月１５日までに事業者登

録を申請する場合は、平成２３年４月１日付で登録台帳に登載出来るものとする。 

また、平成２３年４月１５日以降にこの登録基準を満たさないときは、本要綱

第６条の規定に基づき、その登録を取り消すことができるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ 令和２年４月１日以前に浜松市と浜松市補装具費代理受領方式に関する登録を 

している補装具事業者は、新たに誓約書（様式第９号）を提出する必要はない。 

 

  附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当

分の間使用することができる。 

 

  附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当

分の間使用することができる。 

 



  附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当

分の間使用することができる。 

 

  附 則 

１ この要綱は、令和８年１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当

分の間使用することができる。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年 7 月 1 日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当

分の間使用することができる。 

 

 



別表（第２条関係） 

 

浜松市補装具事業者登録基準 

 

取扱種目 登録基準 

(１)義肢及び装具 義肢装具士を配置している業者であること。 

※事業所内に義肢装具士を配置しており、採型と身体の

適合の際に当該義肢装具士が立ち会うことができる場合

は、必ずしもすべての事業所に義肢装具士を配置してい

なくてもよい。 

(２)補聴器 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律（以下「医薬品医療機器等法」という。）第

３９条の３第１項の管理医療機器等の販売業の届出をし

ていること。 

(３)コンタクトレンズ 医薬品医療機器等法第３９条第１項の高度管理医療機器

等の販売業又は貸与業の許可を受けていること。 

（４）人工内耳 医薬品医療機器等法第３９条第１項の高度管理医療機器

等の販売業の許可を受けていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第２条関係）

（申請先） （申請者）

浜松市長 所 在 地

代表者氏名

〒 　－

〒 　－

　

浜松市補装具事業者登録申請書
年　　月　　日

事業者名 (法人又は
個人事業主)

ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ

事業所名称

事業所
所在地

事業所代表者 役　職 氏　名

連絡先
電話番号 ＦＡＸ番号

Ｅ-mail ｱﾄﾞﾚｽ

連絡先 電話番号 ＦＡＸ番号

ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ

事業者名称
(法人又は個人事業主)

事業者
所在地

代表者 役　職 氏　名

請求元の選択
見積・請求を行う方の□内にＶ印を記入してください。
補装具費支給決定のお知らせの送付先となります。

視覚障害者安全つえ 歩行器

義眼 歩行補助つえ

補聴器(＊2)

装具(＊1) 車椅子

姿勢保持装置 電動車椅子

殻構造義肢(＊1)

事業所番号

 ＊1 義肢及び装具 義肢装具士を事業所又は事業者内に配置している。

 ＊2 補聴器 医薬品医療機器等法に基づく届出をしている。

 ＊3 ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ
      人工内耳

医薬品医療機器等法に基づく許可を受けている。

　登録基準該当確認
（上記で＊印の付く種目を取り扱う場合、次の該当箇所の左に○印を記入してください）

　取扱補装具種目
(取扱をする種目の左
に下記のとおり印を記
入してください)

◎：自ら製作、型合わ
せを行うもの
○：製作、型合わせを
他に依頼するもの
●販売のみ

骨格構造義肢(＊1)
眼鏡
ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ(＊3)

車載用姿勢保持装置

起立保持具（児童）

排便補助具（児童）

重度障害者用意思伝達装置

人工内耳(＊3)

　浜松市補装具費の代理受領に係る補装具事業者の登録等に関する要綱第２条第１項の規定に基づき、次のとおり
届け出ます。



（第２号様式）

フ リ ガ ナ

事業所名称

名

 技術者 名     名

    名

 ※ 記載した人数分の義肢装具士免許証の写しを添付してください。

 事務員 名

 その他 名

　　　計 名

医薬品医療機器等
法上の許可・届出

有

件

件

件 　うち、補装具種目　　件

　・　　無

 管理者又は責任者

　うち、補装具種目　　件

　うち、補装具種目　　件

　
　　　   年　 月　 日 販売業 届出済証交付
　　　   年　 月　 日 販売業 許可証交付
　　　   年　 月 　日 修理業 許可証交付

浜 松 市 補 装 具 事 業 所 調 査 書

従業員情報

  うち、
  義肢装具士

 管理者又は
 責任者氏名

　法人内の
　義肢装具士

 ※ 義肢及び装具を扱う場合で、
　　法人内に設置している場合

年間平均
取扱件数

生産件数

販売件数

修理件数

取引関係
 医療機関

補装具の
委託契約

(又は登録)済の
  都道府県や

市町村名

補装具の販売等の
取扱い

補装具の使用上の助言
及び納品方法

利用者負担金の
徴収方法

補装具の販売等の報告
及び記録の保管方法

使用状況の確認及び
故障時等の対応方法

苦情処理の方法

※有の場合は、届出済証等の写しを添付してください。



様式第３号（第２条関係）

〒 ―

商号又は名称

所在地

代表者名

電話番号

創業年月日

事業内容

沿革

業績

事業者経歴概要書

FAX番号

資本金



様式第４号（第２条関係）

１．取扱種目（あてはまるものに○）

２．施設

㎡ 坪

㎡ 坪

㎡ 坪

㎡ 坪

㎡ 坪

台

㎡ 坪

３．機械設備等
下記以外の設備や工具等は空欄に記載

４．技術職員名簿
義肢装具士等の資格を有する職員を記載（姿勢保持装置のみの取扱の場合は記載不要）

※記載した人数分の義肢装具士免許証の写しを添付してください。

氏名 年齢
義肢装具適合
指導経験年数

義肢装具修理
経験年数

義肢装具士
資格取得

備考

従
業
員

<

事
務
を
除
く

>

１．義肢　　　　２．装具　　　３．姿勢保持装置

用途 備考

有　　・　　　無

合計

倉庫

工
作
室 一般組立室

作業台

面積 坪数室名等

事務室

採型室

機械室

集塵設備

ギプス作業室

名称 数量
真空成型機 カービングマシーン 電気オーブン

名称 数量 名称 数量

復元器 コンターマシン 集塵器

真空ポンプ ミシン ベルトサンダー

溶接器 電動ドリル パイプカッター

ボール盤 グラインダー バフグラインダー

内周計 カップリング ヒートガン

万力 八方ミシン 特殊ミシン

ノギス ウレタンカッター

ジグソー エアコンプレッサー ハンドリベッター

義肢、装具、姿勢保持装置取扱調書

（担当者：　　　　　　　　　　　）

事業所名称

工
具
等

設
備

ディスクグラインダー

採型器

トルクレンチ



様式第５号（第２条関係）

（担当者： ）

１　　車椅子の製作・修理をどの程度行えるか（いずれかに○）

ア 製作・修理業務すべてを自社で行える。

イ 製作はできないが、修理は自社で行える。

ウ 製作・修理とも自社で行えない。

２　　１でアを選んだ事業者の方は記入してください。

（１）主たる機械・工具類

（２）車椅子を主として製作・修理する技術者

３　　１でイ、ウを選んだ事業者の方は記入してください。

車椅子取扱調書

事業所名称

名称 数量 名称 数量 名称 数量

氏名 経験年数 修業したところ 特記事項

製作委託業者 住所 納入日数 ｵｰﾀﾞｰﾚﾃﾞｨ 契約年数 備考



様式第６号（第２条関係）

（担当者： ）

１　　電動車椅子の製作・修理をどの程度行えるか（いずれかに○）

ア 製作・修理業務すべてを自社で行える。

イ 製作はできないが、修理は自社で行える。

ウ 製作・修理とも自社で行えない。

２　　１でアを選んだ事業者の方は記入してください。

（１）主たる機械・工具類

（２）電動車椅子を主として製作・修理する技術者

３　　１でイ、ウを選んだ事業者の方は記入してください。

電動車椅子取扱調書

事業所名称

名称 数量 名称 数量 名称 数量

氏名 経験年数 修業したところ 特記事項

製作委託事業者 住所 納入日数 ｵｰﾀﾞｰﾚﾃﾞｨ 契約年数 備考



様式第７号（第２条関係）

（担当者： ）

１　設備

※１

※２

補聴器修理は医療機器の修理業の許可（法第４０条の２）、責任技術者の設置（法４０条の
３）が必要である。

難聴者への補聴器の適切な供給に資することを目的として（財）テクノエイド協会が補聴器
装用等に一定水準以上の知識、技能を有する補聴器販売従事者に付与する資格である。

補聴器取扱調書

（１）

補聴器適合のための判定ができる施設
（聴力測定用施設　例：防音室）

補聴器特性測定設備

設
　
備

従
業
員
（
事
務
を
除
く
）

機　器　名 保有台数 備　考

補聴器適合のための判定ができる設備
（聴力測定器　他）

事業所名称

氏　名 年齢
補聴器適合指導

経験年数
補聴器修理
経験年数※１

認定補聴器
技能者取得※２

備　考



２　取扱商品

注）補聴器購入基準価格の製品についてのみ記入

高
度
難
聴
用

重
度
難
聴
用

耳
あ
な
型
用

骨
導
式

（２）

レディメイド

オーダーメイド

ポケット型

眼鏡型

取扱要否
(〇印を記入してくださ

い。)

備考

ポケット型

耳かけ型

ポケット型

耳かけ型

製造販売会社・製品名



　宛先　浜松市長

フリガナ

氏名又は

名称及び代表者氏名

口座名義（カナ）

　 口座の変更をご希望の場合は、事前にご連絡ください。

振込先金融機関名 預金種別及び口座番号

様式第8号（第２条関係）
　

                   支払金口座振替依頼書
　支払いについては、下記の口座に振込んでください。

令和　　年　　月　　日

住所又は所在地
〒　　　－

※ 請求書兼委任状には、必ず上記口座をご記入ください。

　　　　　　　銀　　行　　　　　本　店
普通預金

　　第　　　　　　　　　　　　　号
　　　　　　　金　　庫　　　　　支　店

　　　　　　   農　　協　　　　　営業部
当座預金

　　　　　　　　　　　　　　　　出張所



様式第９号（第２条関係）

年 月 日

（あて先） 浜松市長 （申請者）

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

　納品後９か月以内に通常の使用状態（災害等による毀損、支給対象者本人の過失による破損、生理
的又は病的変化により生じた不適合、目的外使用、取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除
く。）で破損し、又は不適合となった場合には、原則として事業者の責任において改善すること。な
お、借受け期間中の修理に関し、故障等の取扱いについて予め明らかにしておくこと。
　また、一度修理した部位について、修理後３か月以内に再度生じた破損または不適合（告示の修理
基準に規定されている調整、小部品の交換または修理基準の種目欄、名称欄、型式欄及び修理部位欄
に定められていない修繕のうち軽微なものであること。上記災害等により免責となる事由を除く。）
についても、事業者の責任において改善すること。

住　　　　　所

事業所(法人)名称

代 表 者 氏 名

　身体障害者、身体障害児及び難病患者等又は身体障害児の保護者（以下「支給対象者」という。）
の意思及び人権を尊重し、常に支給対象者の立場に立った補装具の販売等に努めること。

　補装具費の支給申請にあたり、その補装具に係る費用の見積書を作成し、支給対象者に発行するこ
と。また、福祉事業所や支給対象者より依頼のあった見積書等書類の補正にはすみやかに対応するこ
と。

　支給対象者から補装具の製作等を請け負うときは、原則として契約書等契約内容の分かる書面（以
下「契約書等」という。）を交付し、契約内容について懇切丁寧に説明すること。

浜松市補装具費代理受領登録事業者誓約書

㊞

　補装具の製作等に関する記録及び金銭収受に係る帳簿を整備し、納品（貸与の場合は返却）日から
５年間保存すること。

　市長が必要があると認めた補装具費の支給に関して指導若しくは調査を行い、帳簿及び書類を検査
し、説明を求め、又は警告を行った場合には、直ちにこれに応じること。

　なお、契約書等には補装具の代金、納品予定日、製作開始後にキャンセルした場合の取扱い、納品
後のアフターケアについて明記することとし、書面により難い場合には、口頭で説明を行った上で、
支給対象者からの確認の署名又は押印を受けること。

　支給対象者から補装具費の支給決定を受け補装具費支給券（以下「支給券」という。）の交付を受
けた旨の連絡があった場合は、すみやか支給券に記載された補装具を納品すること。また、納品する
際には、支給券に受領年月日、受領者氏名を記入させ、記載された利用者負担額の支払いを支給対象
者より受けるものとする。自己負担金を受領したときは、領収書を発行すること。

　補装具費を請求する場合には代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状に補装具費支給券を添え
て、納品後すみやかに請求すること。

　浜松市補装具費の代理受領に係る補装具製作事業者の登録等に関する要綱第２条に基づく事業者の登録
の申請に当たり、下記の各事項を遵守することを誓約します。

　補装具費の支給対象となる補装具（以下「補装具」という。）の提供に関しては、関係法令、通
達、浜松市の要綱等を遵守すること。また、補装具に係る厚生労働省通知等を適宜確認し、関係情報
の収集・把握に努めること。

　補装具の製作、販売、貸与又は修理（以下「製作等」という。）を行うに当たっては、浜松市、浜
松市更生相談所、医療機関その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める
こと。



１１

１２

１３

１４

１５

１６

　補装具の提供に伴い、事業者の責めに帰すべき事由により支給対象者等の生命・身体・財産等を傷
つけた場合には、その責任の範囲において、支給対象者に対してその損害を賠償すること。

　事業所職員は、業務上知り得た支給対象者又はその家族の秘密を保持すること。また、職員であっ
た者に、業務上知り得た支給対象者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後にお
いてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とすること。

補装具事業者登録申請書等に記載した事項に変更があったときは、すみやかにその旨及びその年月日
を市長に届けること。

　関係法令、通達、浜松市の要綱又はこの遵守事項に違反し、その是正等について市長から指導を受
けたときは、直ちにこれに従うこと。

　この遵守事項に違反した、不正な手段により事業者の登録を届け出た等の場合に、市長が当該登録
を取り消すこと、及び当該取消後市長が定める取り消し期間中は再度登録を受けることができないこ
とについて、異議を唱えないこと。

　支給対象者からの苦情又は相談があった場合、支給対象者又はその家族の状況を詳細に把握し、必
要に応じて、状況の聞き取りのための訪問を実施し、事情の確認を行うこと。また、苦情に関して
は、支給対象者の立場を考慮しながら、事実関係の認定を慎重に行い、円滑かつ迅速に苦情処理を行
うこと。そのほか、当該事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口等関係機関との協力
により適切な対応方法を支給対象者の立場に立って検討し、対処すること。



様式第１０号（第２条関係）　補装具事業者登録台帳

義肢 装具
姿勢保
持装置

視覚障害者
安全つえ

義眼 眼鏡
補聴
器

車椅子
電動

車椅子
歩行
器

歩行補助
つえ

座位保持
椅子

（児童）

起立保持具
（児童）

頭部保持具
（児童）

排便補助具
（児童）

重度障害者用
意思伝達装置

※取扱種目に自ら製作、型合せを行うものは○、他に依頼するものは●、販売のみは◎

備考

取扱種目

№ 受付日
事業者
番号

事業者
名称

事業者
名カナ

事業所
所在地

事業者
代表者名

事業者
電話番号

事業者
FAX番号

Eﾒｰﾙ
ｱﾄﾞﾚｽ

事業者
開設日

登録年度
登録基準
該当確認



様式第１３号（第４条関係）

年 月 日
（あて先） 浜松市長

住所

名称

代表者名

※ 事業者に関する変更については、事業所調書（様式第２号）を添付し、骨格構造義
肢、殻構造義肢、姿勢保持装置、補聴器、車椅子、電動車椅子を新たに扱う場合に
は、本市が指定する調書（様式第４号～第７号）、補聴器、コンタクトレンズ、人
工内耳は保健所の届出済証（写）、許可証（写）の添付が必要です。

　　振込口座
　　・金融機関
　　・支店
　　・口座番号
　　・口座名義

その他

使用印鑑

電話番号
FAX番号

社名

代表者名

住所

補装具事業者登録変更届出書

　次のとおり、登録内容の変更があったので、浜松市補装具費の代理受領に係る補装具
業者の登録等に関する要綱第４条に基づき届出します。

変更後
（新）

変更前
（旧）



様式第１４号（第４条関係）

補装具事業者廃止届出書

年 月 日
（提　出　先）
　浜　松　市　長

所　在　地

事業者名称

代表者氏名

記

理　　　由

　次のとおり、登録の廃止をしたいので、浜松市補装具費の代理受領に係る補装具事
業者の登録に関する要綱第４条に基づき届け出ます。



様式第１５号（第１１条関係）

年 月 日

　　　浜松市長

㊞

銀行 本店
信用金庫 支店・営業部 NO.
農協 出張所

（フリガナ）

口座名義人

受任者 名　称

（事業者） 代表者氏名

（振込先金融機関）

（障害者又は障害児の保護者） 氏　名

上記の受領の権限を委任しました。なお、支払いについては、下記の登録の口座に振り込んで
ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

補装具費請求額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

補装具価格 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

普通

当座

代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状

　支給決定を受けた補装具費の引渡しを受け、次のとおり利用者負担額を支払いましたので、
補装具費の支払いを請求します。なお、その受領の権限を下記の事業者に委任します。

支給券番号

補装具名

対象者氏名

住　所

利用者負担額

請求者兼委任者 住　所


